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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透液性トップシートと、バックシートとの間に吸収体が介在された吸収性物品において
、
　前記吸収性物品の表面側に、左右両側部に長手方向に亘り夫々設けられた立体ギャザー
構成要素を一組として、この立体ギャザー構成要素を二組設けるとともに、一方側の立体
ギャザー構成要素は、体液排出部対応部位において弾性伸縮部材による収縮力によって表
面側に起立させるとともに、臀部側対応部位において吸収性物品の表面側に接着するよう
にし、他方側の立体ギャザー構成要素は、臀部側対応部位において弾性伸縮部材による収
縮力によって表面側に起立させるとともに、体液排出部対応部位において吸収性物品の表
面側に接着するようにし、かつ前記一方側の立体ギャザー構成要素の起立範囲と、前記他
方側の立体ギャザー構成要素の起立範囲とに重なり代を持たせてあり、
　前記一方側の立体ギャザー構成要素の弾性伸縮部材は、前記体液排出部対応部位の起立
区間に対応して配置されるとともに、前記他方側の立体ギャザー構成要素の弾性伸縮部材
は、前記臀部側対応部位の起立区間に対応して配置され、これら各起立区間に配置される
弾性伸縮部材が別部材とされることを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　前記一方側の立体ギャザー構成要素の起立基点と、前記他方側の立体ギャザー構成要素
の起立基点とを吸収性物品の幅方向に離間させてある請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
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　前記他方側の立体ギャザー構成要素に配設される弾性伸縮部材の収縮力を、前記一方側
立体ギャザー構成要素に配設される弾性伸縮部材の収縮力よりも相対的に小さく設定して
ある請求項１～２いずれかに記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記吸収性物品は後部両側部に外方に延出する後部フラップを有する夜用吸収性物品で
ある請求項１～３いずれかに記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、経血やおりものなどを吸収するための生理用ナプキン、パンティライナー、
失禁パッド等の吸収性物品に係り、詳しくは前記吸収性物品の表面側両側部に形成される
立体ギャザーの構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、パンティライナー、生理用ナプキン、失禁パッドなどの吸収性物品として、
ポリエチレンシートまたはポリエチレンシートラミネート不織布などの不透液性バックシ
ートと、不織布または透液性プラスチックシートなどの透液性トップシートとの間に綿状
パルプ等からなる吸収体を介在したものが知られている。
【０００３】
　この種の吸収性物品にも幾多の改良が重ねられ種々の工夫が成されている。例えば、図
１０及び図１１に示される吸収性物品（夜用生理用ナプキン５０）では、ポリエチレンシ
ートなどからなる不透液性バックシート５２と、経血等を速やかに透過させる透液性トッ
プシート５３と、これら両シート５２，５３間に介装された綿状パルプまたは合成パルプ
などからなる吸収体５４と、表面がわ両側部に設けられた左右一対の立体ギャザーＢＳ、
ＢＳとから主に構成され、前記吸収体５４の周囲においては、その前後端縁部では前記不
透液性バックシート５２と透液性トップシート５３との外縁部がホットメルトなどの接着
剤やヒートシール等の接着手段によって接合され、またその両側部（サイドフラップ部分
）では吸収体５４よりも側方に延出している前記不透液性バックシート５２と、前記立体
ギャザーＢＳを形成しているサイド不織布５５とがホットメルトなどの接着剤やヒートシ
ール等の接着手段によって接合され、これら不透液性バックシート５２とサイド不織布５
５とによる積層シート部分によって側方に突出するウイング状フラップＷ、Ｗが形成され
ているとともに、これよりも後側部分にヒップホールド用フラップＨＦ、ＨＦが形成され
た構造となっている。前記立体ギャザーＢＳは、体液を堰き止め横漏れを防止するための
ものであり、前記ウイング状フラップＷ、Ｗは該生理用ナプキン５０をショーツにきっち
りと固定するためのものである。また、前記ヒップホールド用フラップＨＦ、ＨＦは臀部
側において、生理用ナプキン５０の横ズレと体液漏れを防止するためのものである。
【０００４】
　前記ウイング状フラップＷ、Ｗおよびヒップホールド用フラップＨＦ、ＨＦの裏面側に
はそれぞれ粘着剤層５７…、５８…が設けられ、前記生理用ナプキン５０を下着に装着す
るには、図１２に示されるように、生理用ナプキン５０を局所にあてがい、側方に突出す
る前記ウイング状フラップＷ、Ｗを下着より外に出し、ウイング状フラップＷ基端の折返
し線ＲＬ、ＲＬにて折返し、下着３０のクロッチ部分を巻き込むようにしながら下着の股
間部外面に貼着するようにする。
【０００５】
　生理用ナプキンの表面側両側部に左右対の立体ギャザーを有するものとしては、例えば
下記特許文献１～５等を挙げることができるが、これらの生理用ナプキンの中でも、下記
特許文献１では、夜用ナプキンにおける立体ギャザーとして、ナプキンの前部側から後部
側にかけて比較的長い範囲に亘って形成されているものが示されている。
【特許文献１】特開２００４－３５８１０９号公報
【特許文献２】特開２００３－６２００８号公報
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【特許文献３】特開２００１－９５８４２号公報
【特許文献４】特開２００２－６５６号公報
【特許文献５】特開昭６４－６８５０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前記特許文献１～５に示される立体ギャザーは、体液排出部位に対応し
てその両側に夫々形成されるものであるが、例えば就寝時に仰向けの状態で体液の排出が
あった場合、臀部側に一旦流れてから側方に拡散するように横漏れする体液をうまく堰き
止めることができていない。
【０００７】
　また、ナプキンは、身体とショーツとの間に挟まれた状態で装着され、体型の個人差が
あってもその柔軟性により身体に沿うように密着して装着されるところ、前記特許文献１
に示される立体ギャザーのように、比較的長い範囲に亘り前記立体ギャザーが形成される
場合には、立体ギャザーによってナプキンの長手方向の湾曲形状が大きく成り過ぎて、体
型によってはうまく身体に沿わせることができないとともに、立体ギャザー形成区間が長
くなるに従って、弾性部材の収縮力をある程度高く設定しなければならず、弾性伸縮部材
が肌に違和感を与えることがあるとともに、製造時に弾性伸縮部材の引込みが発生するこ
とがあるなどの問題があった。
【０００８】
　そこで本発明の主たる課題は、臀部側に一旦流れてから側方に拡散するように横漏れす
る体液を堰き止めるとともに、立体ギャザーに配置された弾性部材の伸縮力によって、ナ
プキンの長手方向の湾曲形状が規制を受けすぎて身体に沿わなくなるのを防止すること等
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記課題を解決するための請求項１に係る本発明として、透液性トップシートと、バッ
クシートとの間に吸収体が介在された吸収性物品において、
　前記吸収性物品の表面側に、左右両側部に長手方向に亘り夫々設けられた立体ギャザー
構成要素を一組として、この立体ギャザー構成要素を二組設けるとともに、一方側の立体
ギャザー構成要素は、体液排出部対応部位において弾性伸縮部材による収縮力によって表
面側に起立させるとともに、臀部側対応部位において吸収性物品の表面側に接着するよう
にし、他方側の立体ギャザー構成要素は、臀部側対応部位において弾性伸縮部材による収
縮力によって表面側に起立させるとともに、体液排出部対応部位において吸収性物品の表
面側に接着するようにし、かつ前記一方側の立体ギャザー構成要素の起立範囲と、前記他
方側の立体ギャザー構成要素の起立範囲とに重なり代を持たせてあり、
　前記一方側の立体ギャザー構成要素の弾性伸縮部材は、前記体液排出部対応部位の起立
区間に対応して配置されるとともに、前記他方側の立体ギャザー構成要素の弾性伸縮部材
は、前記臀部側対応部位の起立区間に対応して配置され、これら各起立区間に配置される
弾性伸縮部材が別部材とされることを特徴とする吸収性物品が提供される。
【００１０】
　上記請求項１記載の本発明では、吸収性物品の表面側に、左右両側部に長手方向に亘り
夫々設けられた立体ギャザー構成要素を一組として、この立体ギャザー構成要素を二組設
けるようにする。そして、一方側の立体ギャザー構成要素は体液排出部対応部位において
弾性伸縮部材による収縮力によって表面側に起立させるようにし、他方側の立体ギャザー
構成要素は臀部側対応部位において弾性伸縮部材による収縮力によって表面側に起立させ
るようにするものである。
【００１１】
　従って、体液排出部位において横方向に流れる体液については、一方側の立体ギャザー
によって堰き止めることができ、臀部側に一旦流れてから側方に拡散するように横漏れす
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る体液については、前記他方側の立体ギャザーによって堰き止めることができるようにな
る。また、立体ギャザーを起立させるための弾性伸縮部材は、それぞれの立体ギャザー部
位で障壁を起立させるように機能するものであるため、立体ギャザーに配置された弾性伸
縮力によってナプキンの長手方向の湾曲形状が規制を受けすぎて身体に沿わなくなるのを
防止することができる。
【００１２】
　さらに、弾性伸縮部材の収縮力は通常の設定で足りるため、弾性伸縮部材が肌に違和感
を与えることがないとともに、製造時に弾性伸縮部材の引込みを防止することができる。
【００１３】
　また、前記一方側の立体ギャザー構成要素の起立範囲と、前記他方側の立体ギャザー構
成要素の起立範囲とに重なり代を持たせるようにしてある。前記一方側の立体ギャザーと
他方側立体ギャザーとの間に障壁を有しない区間が存在する場合は、該区間からの横漏れ
が懸念されるため、それぞれの立体ギャザーの起立区間に長手方向の重なり代を持たせる
ことにより、長手方向のほとんどの区間において横漏れを防止できるようになる。
【００１４】
　請求項２に係る本発明として、前記一方側の立体ギャザー構成要素の起立基点と、前記
他方側の立体ギャザー構成要素の起立基点とを吸収性物品の幅方向に離間させてある請求
項１記載の吸収性物品が提供される。
【００１５】
　上記請求項２記載の本発明は、前記一方側の立体ギャザー構成要素の起立基点と、前記
他方側の立体ギャザー構成要素の起立基点とを吸収性物品の幅方向に離間させるようにし
たものである。隣接する一方側立体ギャザーの起立基点と他方側立体ギャザー起立基点と
の間に間隔（溝部）を形成することにより横漏れの防止効果が高まるようになる。
【００１６】
　請求項３に係る本発明として、前記他方側の立体ギャザー構成要素に配設される弾性伸
縮部材の収縮力を、前記一方側立体ギャザー構成要素に配設される弾性伸縮部材の収縮力
よりも相対的に小さく設定してある請求項１～２いずれかに記載の吸収性物品が提供され
る。
【００１７】
　上記請求項３記載の発明は、前記他方側の立体ギャザーにおける弾性伸縮部材の収縮力
を、前記一方側の立体ギャザーにおける弾性伸縮部材の収縮力よりも相対的に小さく設定
するものである。臀部側の立体ギャザーの収縮力を高く設定すると、弾性伸縮部材が臀部
に違和感を与えやすいため比較的小さな値に設定するのが望ましい。
【００１８】
　請求項４に係る本発明として、前記吸収性物品は後部両側部に外方に延出する後部フラ
ップを有する夜用吸収性物品である請求項１～３いずれかに記載の吸収性物品が提供され
る。
【００１９】
　上記請求項４記載の発明は、本発明を後部両側部に外方に延出する後部フラップを有す
る夜用吸収性物品に対して適用するものである。特に後部側（臀部側）における横漏れが
問題となるのは夜用吸収性物品である。
【発明の効果】
【００２０】
　以上詳説のとおり本発明によれば、臀部側に一旦流れてから側方に拡散するように横漏
れする体液をうまく堰き止めることができるようになるとともに、立体ギャザーに配置さ
れた弾性伸縮力によって、ナプキンの長手方向の湾曲形状が規制を受けすぎて身体に沿わ
なくなるのを防止することができる。また、弾性伸縮部材の収縮力は通常の設定で足りる
ため、弾性伸縮部材が肌に違和感を与えるのを防止することができるとともに、製造時に
弾性伸縮部材の引込みを防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳述する。
【００２２】
〔生理用ナプキン１の基本構造〕
　図１は本発明の第１形態例に係る生理用ナプキン１の展開図であり、図２は図１のII－
II線矢視図、図３は図１のIII－III線矢視図、図４は図１のIV－IV線矢視図である。
【００２３】
　前記生理用ナプキン１は、ポリエチレンシートなどからなる不透液性バックシート２と
、経血やおりものなどを速やかに透過させる透液性トップシート３と、これら両シート２
，３間に介装された綿状パルプまたは合成パルプなどからなる吸収体４と、この吸収体４
の形状保持および拡散性向上のために前記吸収体４を囲繞するクレープ紙５と、体液排出
部位Ｒ１に対応する表面側両側部に設けられた左右一対の前部側立体ギャザーＢＳ１、Ｂ
Ｓ１と、ナプキン１の後部側表面両側部に設けられた左右一対の後部側立体ギャザーＢＳ

２、ＢＳ２とから主に構成され、かつ前記吸収体４の周囲においては、その上下端縁部で
は前記不透液性バックシート２と透液性トップシート３との外縁部がホットメルトなどの
接着剤やヒートシール等の接着手段によって接合され、またその両側縁部では吸収体４よ
りも側方に延出している前記不透液性バックシート２と、前記立体ギャザーＢＳ１、ＢＳ

２を形成しているサイド不織布７とがホットメルトなどの接着剤やヒートシール等の接着
手段によって接合され、これら不透液性バックシート２とサイド不織布７とによる積層シ
ート部分によって側方に突出するウイング状フラップＷ、Ｗが形成されているとともに、
これよりも臀部側に位置する部分に第２ウイング状フラップ（後部フラップ）ＷＢ、ＷＢ

が形成されている。
【００２４】
　以下、さらに前記生理用ナプキン１の構造について詳述すると、
　前記不透液性バックシート２は、ポリエチレン等の少なくとも遮水性を有するシート材
が用いられるが、近年はムレ防止の観点から透湿性を有するものが用いられる傾向にある
。この遮水・透湿性シート材としては、ポリエチレンやポリプロピレン等のオレフィン系
樹脂中に無機充填剤を溶融混練してシートを成形した後、一軸または二軸方向に延伸する
ことにより得られる微多孔性シートが好適に用いられる。前記不透液性バックシート２の
非使用面側（外面）には１または複数条の粘着剤層（図示せず）が形成され、身体への装
着時に生理用ナプキン１を下着に固定するようになっている。前記不透液性バックシート
２としては、プラスチックフィルムと不織布とを積層させたポリラミ不織布を用いてもよ
い。
【００２５】
　前記透液性トップシート３は、有孔または無孔の不織布や多孔性プラスチックシートな
どが好適に用いられる。不織布を構成する素材繊維としては、ポリエチレンまたはポリプ
ロピレン等のオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系等の合成繊維の他、レーヨン
やキュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維とすることができ、スパンレース法、スパンボ
ンド法、サーマルボンド法、メルトブローン法、ニードルパンチ法等の適宜の加工法によ
って得られた不織布を用いることができる。これらの加工法の内、スパンレース法は柔軟
性、ドレープ性に富む点で優れ、サーマルボンド法は嵩高でソフトである点で優れている
。前記透液性トップシート３に多数の透孔を形成した場合には、経血やおりもの等（以下
、まとめて体液という。）が速やかに吸収されるようになり、ドライタッチ性に優れたも
のとなる。
【００２６】
　前記吸収体４としては、体液を吸収・保持し得るものであれば良く、通常はフラッフ状
パルプ中に吸水性ポリマー粉末を混入したものが吸収機能および価格の点から好適に使用
される。前記吸収体４は形状保持等のためにクレープ紙５によって囲繞するのが望ましい
。
【００２７】
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　前記透液性トップシート３の幅寸法は、図示例では、図２～図４の横断面図に示される
ように、吸収体４の幅よりも若干長めとされ、吸収体４を覆うだけに止まり、前記立体ギ
ャザーＢＳ１，ＢＳ２は前記透液性トップシート３とは別のサイド不織布７、具体的には
経血やおりもの等が浸透するのを防止する、あるいは肌触り感を高めるなどの目的に応じ
て、適宜の撥水処理または親水処理を施した不織布素材を用いて構成されている。かかる
サイド不織布７としては、天然繊維、合成繊維または再生繊維などを素材として、適宜の
加工法によって形成されたものを使用することができるが、好ましくはゴワ付き感を無く
すとともに、ムレを防止するために、坪量を抑えて通気性を持たせた不織布を用いるのが
よい。具体的には、坪量を１８～２３g/m２として作製された不織布を用いるのが望まし
く、かつ体液の透過を確実に防止するためにシリコン系、パラフィン系、アルキルクロミ
ッククロリド系撥水剤などをコーティングした撥水処理不織布が好適に使用される。
【００２８】
　前記サイド不織布７は、図２～図４に示されるように、幅方向中間部より外側シート部
分を吸収体４の内側位置から吸収体側縁を若干越えて不透液性バックシート２の外縁まで
の範囲に亘ってホットメルトなどの接着剤によって接着し、これら前記サイド不織布７と
不透液性バックシート２との積層シート部分により、ほぼ体液排出部に相当する吸収体側
部位置に左右一対のウイングフラップＷ、Ｗを形成するとともに、これより臀部側位置に
第２ウイング状フラップＷＢ、ＷＢを形成している。これらウイング状フラップＷ、Ｗお
よび第２ウイング状フラップ（後部フラップ）ＷＢ、ＷＢの外面側にはそれぞれ粘着剤層
１２…，１３…を備え、図１２に示されるように、ショーツ３０に対する装着時に、前記
ウイング状フラップＷ、Ｗが折返し線ＲＬ位置にて反対側に折り返され、ショーツのクロ
ッチ部分に巻き付けて止着されるようになっている。
【００２９】
　前記前部側立体ギャザーＢＳ１及び後部側立体ギャザーＢＳ２は、前記サイド不織布７
の内方側シート部分によって形成されている。前記前部側立体ギャザーＢＳ１は、体液排
出部位Ｒ１に対応してその両側部に形成され、起立する障壁によって体液の横漏れを防止
する立体ギャザーであり、前記後部側立体ギャザーＢＳ２は後部側両側部に形成され、臀
部側に一旦流れてから側方に拡散するように横漏れする体液を堰き止めるための立体ギャ
ザーである。
【００３０】
　具体的には図２～図４に示されるように、前記サイド不織布７の内方側シート部分が長
手方向全長に亘りほぼ二重に折り返された障壁（立体ギャザー構成要素）が２条形成され
ている。相対的に内側に形成された障壁７Ｂは前部側立体ギャザーＢＳ１を形成するため
のものであり、相対的に外側に形成された障壁７Ａは後部側立体ギャザーＢＳ２を形成す
るためのものである。
【００３１】
　先ず、体液排出部位Ｒ１においては、図２に示されるように、前記内側障壁７Ｂの二重
シート内部に、その高さ方向中間部に両端または長手方向の適宜の位置が固定された弾性
伸縮部材１５が配設されるとともに、前記弾性伸縮部材１５の上側部位に複数本の、図示
例では２本の弾性伸縮部材１４、１４がその両端または長手方向の適宜の位置が固定され
た状態で配設され、これら弾性伸縮部材１４，１５による収縮力によって、前記内側障壁
７Ｂが図１に示したＢＳ１区間において、表面側に起立するようになっている。この場合
、前記内側障壁７Ｂの二重シート部分はナプキン前後端部において、図１に斜線で示され
る領域部分１９、２０がそれぞれ、断面Ｚ状に折り畳まれ積層された状態でトップシート
３側に接着されることによって、前記前部側立体ギャザーＢＳ１は、図２に示されるよう
に、前記弾性伸縮部材１５の配設部位を屈曲点として、断面く字状に内側に開口を向けた
ポケットＰを形成しながら表面側に起立するようになっている。これに対して、前記外側
障壁７Ａは、外側に折り返され側部フラップのサイド不織布７表面にホットメルト接着剤
等により接着されている（斜線領域２１）。
【００３２】
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　一方、臀部側においては、図４に示されるように、前記外側障壁７Ａの二重シート内部
に、１又は複数の、図示例では１本の弾性伸縮部材１６が配設され、この弾性伸縮部材１
６の収縮力によって外側障壁７Ａが図１に示したＢＳ２区間において、表面側に起立する
ようになっている。これに対して、前記内側障壁７Ｂは断面Ｚ状に折り畳まれ積層された
状態でトップシート３側に接着されている。
【００３３】
　なお、前記前部側立体ギャザーＢＳ１と後部側立体ギャザーＢＳ２との境界部において
は、図３に示されるように、前記内側障壁７Ｂが断面Ｚ状に折り畳まれ積層された状態で
トップシート３側に接着されるとともに、前記外側障壁７Ａも外側に折り返され、側部フ
ラップのサイド不織布７表面にホットメルト接着剤等により接着されている。
【００３４】
　ところで、前記前部側立体ギャザーＢＳ１の起立範囲と、前記後部側立体ギャザーＢＳ

２の起立範囲とには、図５に示されるように、長手方向に重なり代を持たせるようにして
もよい。前記重なり代区間では、図６の横断図に示されるように、前記内側障壁７Ｂが表
面側に起立するとともに、前記外側障壁７Ａも表面側に起立するため、非起立区間が無く
なり長手方向のほとんどの区間で横漏れを確実に防止できるようになる。
【００３５】
　また、臀部側では弾性伸縮部材１６による圧迫力が違和感を与え易いため、前記後部側
立体ギャザーＢＳ２における弾性伸縮部材１６の収縮力は、前記前部側立体ギャザーＢＳ

１における弾性伸縮部材１４，１５の収縮力よりも相対的に小さく設定するのがよい。
【００３６】
　前記弾性伸縮部材１４～１６として、通常使用されるスチレン系ゴム、オレフィン系ゴ
ム、ウレタン系ゴム、エステル系ゴム、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリスチレン、ス
チレンブタジエン、シリコン、ポリエステル等の素材を用いることができる。
【００３７】
〔立体ギャザーＢＳ１，ＢＳ２の他の形成態様例〕
(1)　上記形態例では、前部側立体ギャザーＢＳ１は、断面く字状に内側に開口を向けた
ポケットＰを形成しながら表面側に起立させるようにし、後部側立体ギャザーＢＳ２は直
立壁状の障壁として形成するようにしたが、図７に示されるように、サイド不織布７によ
り吸収体側縁のほぼ同一点を基点Ｓとして２つの障壁７Ａ、７Ｂを形成し、体液排出部Ｒ
１の対応部位では図７(A)に示されるように、二重シート内に、その高さ方向中間部に両
端または長手方向の適宜の位置が固定された弾性伸縮部材１５を配設するとともに、この
弾性伸縮部材１５の上側部位に複数本の、図示例では２本の弾性伸縮部材１４，１４をそ
の両端または長手方向の適宜の位置を固定した状態で配設し、内側障壁７Ｂを断面く字状
に内側に開口を向けたポケットＰを形成しながら表面側に起立させる一方で、外側障壁７
Ａは折り畳んだ状態で接着する。
【００３８】
　一方、臀部側では図７(B)に示されるように、二重シート内に、その高さ方向中間部に
両端または長手方向の適宜の位置が固定された弾性伸縮部材１８を配設するとともに、こ
の弾性伸縮部材１８の上側部位に複数本の、図示例では２本の弾性伸縮部材１７，１７を
その両端または長手方向の適宜の位置を固定した状態で配設し、外側障壁７Ａを断面く字
状に内側に開口を向けたポケットＰを形成しながら表面側に起立させる一方で、内側障壁
７Ｂは折り畳んだ状態で外側障壁７Ａの内面側に接着するようにすることにより、前部側
立体ギャザーＢＳ１及び後部側立体ギャザーＢＳ２を共に、断面く字状に内側に開口を向
けたポケットＰを形成しながら表面側に起立させるようにすることができる。
(2)　図８に示される立体ギャザー態様は、断面く字状に形成された前記内側障壁７Ｂの
ほぼ外側屈曲点位置から外側障壁７Ａを形成するようにした例である。図８(A)に示され
るように、前部側立体ギャザーＢＳ１形成部材では、外側障壁７Ａを内側障壁７Ｂの外面
側に接着するとともに、弾性伸縮部材２２，２２により内側障壁７Ｂを起立させて前部側
立体ギャザーＢＳ１を形成し、図８(B)に示されるように、後部側立体ギャザーＢＳ２形
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に、内側障壁７Ｂの屈曲点よりも上側部分をその上面に積層するように接着し、外側障壁
７Ａ部分を弾性伸縮部材２３，２３により起立させることにより後部側立体ギャザーＢＳ

２を形成するようにしている。
(3)　図９に示される立体ギャザー態様は、内側障壁７Ｂの起立基点と、外側障壁７Ａの
起立基点とをナプキンの幅方向に距離Ｄだけ離間させるようにした例である。前部側立体
ギャザーＢＳ１形成部位では、内側障壁７Ｂを弾性伸縮部材２４，２４によって起立させ
る一方、前記外側障壁７Ａは外側に折り返し側部フラップのサイド不織布７表面にホット
メルト接着剤等により接着するようにし、図９(B)に示されるように、後部側立体ギャザ
ーＢＳ２形成部位では、内側障壁７Ｂを内側に折り畳みトップシート３側に接着する一方
、外側障壁７Ａを弾性伸縮部材２５，２５により表面側に起立させるようにしている。
【００３９】
〔他の形態例〕
(1)上記形態例では、後部両側部に外方に延出する後部フラップＷＢ、ＷＢを有する夜用
生理用ナプキンについて本発明を適用した場合について述べたが、生理用ナプキン一般に
適用することができることはもちろん、パンティライナー、失禁パッド等に対しても同様
に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の生理用ナプキン１の展開図である。
【図２】その横断面図（図１のII－II線矢視図）である。
【図３】その横断面図（図１のIII－III線矢視図）である。
【図４】その横断面図（図１のIV－IV線矢視図）である。
【図５】その変形例に係る生理用ナプキン１の展開図である。
【図６】その横断面図（図５のVI－VI線矢視図）である。
【図７】前部側及び後部側立体ギャザーＢＳ１、ＢＳ２の他の形成態様（その１）を示す
横断面図である。
【図８】前部側及び後部側立体ギャザーＢＳ１、ＢＳ２の他の形成態様（その２）を示す
横断面図である。
【図９】前部側及び後部側立体ギャザーＢＳ１、ＢＳ２の他の形成態様（その３）を示す
横断面図である。
【図１０】従来の生理用ナプキン５０の展開図である。
【図１１】その横断面図（図５のXI－XI線矢視図）である。
【図１２】ナプキンの装着状態図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１…生理用ナプキン、２…不透液性バックシート、３…透液性トップシート、４…吸収
体、５…クレープ紙、７…サイド不織布、７Ａ…外側障壁（立体ギャザー構成要素）、７
Ｂ…内側障壁（立体ギャザー構成要素）、ＢＳ１…前部側立体ギャザー、ＢＳ２…後部側
立体ギャザー
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